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○豊後高田市配食サービス事業実施要綱  

平成 17年３月 31日  

告示第 20号  

改正  平成 18年 12月４日告示第 117号  

平成 21年５月 15日告示第 54号  

平成 22年２月 15日告示第 11号  

平成 25年３月 29日告示第 30号  

平成 26年１月 31日告示第７―２号  

平成 27年３月 31日告示第 37号  

平成 29年３月１日告示第 12号  

(事業の目的 ) 

第１条  この事業は、食事調理又は調達が困難な在宅高齢者等に対

して、定期的に居宅に訪問して栄養バランスのとれた食事を提供

することにより、食生活の改善及び健康増進を図るとともに、安

否の確認を行い、在宅高齢者等の福祉の向上に資することを目的

とする。  

(実施主体 ) 

第２条  事業の実施主体は、豊後高田市とする。ただし、対象者の

決定及び供与するサービスの内容の決定を除き、この事業を社会

福祉法人、民間事業者等 (以下「受託者」という。 )に委託するこ

とができる。  

(事業の内容 ) 

第３条  事業者が栄養バランスのとれた食事を訪問により定期的に

提供するとともに利用対象者の安否を確認し、健康状態に異常が

あった場合は、速やかに関係機関へ連絡を行うものとする。  

(利用対象者 ) 

第４条  事業の利用対象者は、本市に住所を有するおおむね 65歳以
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上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに身

体障害者であって、老衰、心身の障害、傷病等の理由により食事

の調理が困難な者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(１ ) 介護保険法 (平成９年法律第 123号。以下「法」という。 )

第９条第１号に規定する第１号被保険者のうち法第 32条の規定

により要支援認定を受けている者  

(２ ) その他市長が特に必要と認める者  

(事業の実施日 ) 

第５条  事業の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、

次の各号のいずれかに該当する日は除く。  

(１ ) 国民の祝日に関する法律 (昭和 23年法律第 178号 )に規定す

る休日  

(２ ) 12月 29日から翌年の１月３日までの日 (前号に掲げる日を

除く。 ) 

２  市長は、特に必要があると認めるときは、前項の実施日を変更

することができる。  

(利用の申請 ) 

第６条  事業を利用しようとする者 (以下「利用希望者」という。 )

は、配食サービス利用申請書 (様式第１号 )を市長に提出しなけれ

ばならない。  

(利用の決定 ) 

第７条  市長は、前条の配食サービス利用申請書を受理した場合は、

速やかに必要な事項を調査し、配食サービス事業利用基準表 (様式

第２号 )をもとに審査し、利用の決定をしたときは配食サービス利

用決定通知書 (様式第３号 )により利用希望者に通知するとともに

受託法人 (第２条の規定により委託を受けたものをいう。以下同

じ。 )に通知し、却下したときは配食サービス利用却下通知書 (様
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式第４号 )により利用希望者に通知するものとする。  

(費用負担 ) 

第８条  前条の規定により利用の決定を受けた利用希望者 (以下「利

用者」という。)は、原材料費及び調理費の実費を負担するものと

し、その額は、１食につき 360円とする。  

(サービスの再調整 ) 

第９条  市長は、利用者に対し必要に応じて、サービスの必要性を

調査するものとする。  

(利用変更の届出義務 ) 

第 10条  利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には速やか

に配食サービス利用変更 (辞退 )届 (様式第５号 )により市長に届け

出なければならない。  

(１ ) 利用者が、老人福祉法 (昭和 38年法律第 133号 )に規定する施

設等に入所し、医療機関に入院し、又は死亡した場合  

(２ ) 利用者に著しい状況の変化が生じた場合  

(３ ) 利用者又は介護者が自立し、調理ができるようになった場

合  

(４ ) 家族構成に変更があった場合  

(報告 ) 

第 11条  受託者は、事業の実施に伴う月間事業報告書を翌月の 10日

までに、事業完了報告書を当該年度終了後翌月の末日までに市長

に提出しなければならない。  

(利用の廃止又は停止 ) 

第 12条  市長は、利用者が事業の利用の必要がなくなったと認める

ときは、速やかに利用の廃止又は停止を決定し、配食サービス廃

止 (停止 )決定通知書 (様式第６号 )により利用者に通知するものと

する。  
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(利用者の義務等 ) 

第 13条  利用者は、この事業の要綱に沿った利用に努めなければな

らない。  

２  市長は、利用者が前項の規定に違反していると認めるときは、

当該利用者に対して必要な是正措置を講じるよう求めることがで

きる。  

３  市長は、前項の規定による是正措置を講じられないときは、当

該利用者に対するサービスを休止し、又は停止することができる。 

(その他 ) 

第 14条  この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事

項は、市長が別に定める。  

附  則  

(施行期日 ) 

１  この告示は、平成 17年３月 31日から施行する。  

(経過措置 ) 

２  この告示の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市配食サ

ービス事業実施要綱 (平成７年豊後高田市告示第 69号 )又は真玉町

「食」の自立支援事業実施要綱 (平成 16年真玉町告示第 27号 )の規

定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によ

りなされたものとみなす。  

附  則 (平成 18年 12月４日告示第 117号 ) 

この告示は、公示の日から施行する。  

附  則 (平成 21年５月 15日告示第 54号 ) 

この告示は、公示の日から施行する。  

附  則 (平成 22年２月 15日告示第 11号 ) 

この告示は、公示の日から施行する。  

附  則 (平成 25年３月 29日告示第 30号 ) 
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(施行期日 ) 

１  この告示は、平成 25年４月１日から施行する。  

(経過措置 ) 

２  この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の豊

後高田市「食」の自立支援事業実施要綱の規定によりなされた決

定、手続その他の行為は、この告示による改正後の豊後高田市「食」

の自立支援事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。 

附  則 (平成 26年１月 31日告示第７―２号 ) 

(施行期日 ) 

１  この告示は、平成 26年４月１日から施行する。  

(経過措置 ) 

２  改正後の豊後高田市「食」の自立支援事業実施要綱の規定は、

この告示の施行の日以後のサービスに係る費用負担について適用

し、同日前のサービスに係る費用負担については、なお従前の例

による。  

附  則 (平成 27年３月 31日告示第 37号 ) 

この告示は、平成 27年４月１日から施行する。  

附  則 (平成 29年３月１日告示第 12号 ) 

(施行期日 ) 

１  この告示は、平成 29年４月１日から施行する。  

(経過措置 ) 

２  この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の豊

後高田市「食」の自立支援事業実施要綱の規定によりなされた決

定、手続その他の行為は、この告示による改正後の豊後高田市「食」

の自立支援事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。 
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様式第１号 (第６条関係 ) 

様式第２号 (第７条関係 ) 

様式第３号 (第７条関係 ) 

様式第４号 (第７条関係 ) 

様式第５号 (第 10条関係 ) 

様式第６号 (第 12条関係 ) 

 


